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１．事例の概要 

初産婦。喫煙歴があり、妊娠後も５本／日の喫煙があった。妊娠中の体重

増加は１．２ｋｇであった。妊娠３８週、妊産婦は自宅で強い腹痛と胎動の

消失を自覚し、その１時間３０分後に搬送元分娩機関を受診した。超音波断

層法で胎児心拍数は５０～６０拍／分であり、医師は常位胎盤早期剥離と診

断し、当該分娩機関へ母体搬送を依頼した。当該分娩機関は、搬送時間が３

０分以上かかるため、一旦近隣施設への搬送を依頼するよう指示したが、受

け入れ不可であったため、当該分娩機関へ搬送された。搬送先決定時の胎児

心拍数は６０拍／分であった。搬送依頼から約４６分後に当該分娩機関に到

着し、到着から１１分後に帝王切開により児を娩出した。子宮のほぼ全体に

クーべレールサインが認められ、子宮切開時に大量の凝血塊および血性羊水

が認められた。手術時間は１時間１４分で、出血量は羊水量を含み２０００

ｇであった。臍帯の長さは４５ｃｍで胎盤の側方に付着していた。病理組織

学検査において、単一臍帯動脈および母体面の石灰沈着が認められた。 

児の在胎週数は３８週０日で、体重は２４１８ｇであった。アプガースコ

アは１分後３点（心拍１点、筋緊張１点、皮膚色１点）、５分後７点（心拍２

点、呼吸１点、筋緊張１点、反射１点、皮膚色２点）であった。臍帯動脈血

ガス分析値は、ｐＨが６．６３３、ＰＣＯ２が８５．１ｍｍＨｇ、ＰＯ２が１
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８．８ｍｍＨｇ、ＡＢＥが－３０．５ｍｍｏｌ／Ｌ、ＳＢＥが－２５．０ｍ

ｍｏｌ／Ｌであった。頭部超音波断層法で、右脳室周囲の高エコー輝度１所

見を認めた。重症新生児仮死、低酸素性虚血性脳症と診断された。生後９日

目の頭部ＣＴ検査において脳実質内出血が認められ、生後１８日目の頭部Ｍ

ＲＩ検査で、著明な脳萎縮が認められた。 

本事例は診療所から病院に母体搬送になった事例であり、搬送元診療所で

は、産婦人科専門医１名（経験２９年）と助産師１名（経験１６年）、看護師

２名（経験９年、１４年）、当該分娩機関では、産婦人科専門医２名（経験７

年、２２年）、小児科医２名（経験３年、１９年）、麻酔科医１名（経験６年）

と看護師３名（経験２～１０年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、自宅で発症したと考えられる常位

胎盤早期剥離により、娩出されるまでの約２時間４０分の間継続した胎児低

酸素虚血によるものである。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

１）搬送元分娩機関 

搬送元分娩機関においては、臨床症状から常位胎盤早期剥離を疑い、直ち 

に受診するように指導したことは適確であり、高次医療施設へ搬送を決定

したことは、児の異常のみでなく、母体管理の困難さを考慮しており、選

択肢のひとつとしてあり得る。 

 ２）当該分娩機関 

当該分娩機関は、別の高次医療施設へ搬送した方が結果的に早く児を娩 

出することが可能であると考え、そこへ搬送するように勧めたことは、選 
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択肢のひとつとしてあり得る。搬送受け入れ決定後の一連の処置は優れて 

いる。 

蘇生は小児科医が立ち会い、適確に行われている。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

 （１）連携体制 

常位胎盤早期剥離は、現在でも発症予測や予防ができないことから、

早期発見と早期治療が母児の予後を改善する唯一の手段であると考えら

れている。したがって本事例のように自宅で発症した場合は、まず診断

するために早期に医療機関を受診することが重要であるが、その後は一

刻も早く適切な施設に搬送し、児を娩出することが予後の改善に繋がる。

適切な施設とは、緊急帝王切開に対応可能な施設であり、かつ、児の蘇

生を担当する医師と、母体に続発する産科出血に対応できる医師、全身

管理と麻酔管理ができる医師、さらには手術部や輸血部等のコメディカ

ルの補助が必要である。その観点から捉えると、重症化しつつある常位

胎盤早期剥離事例では、個々の１次施設だけで解決できる事例は少ない。

むしろ地域全体で周産期医療体制を整え、対処すべき問題であると認識

して対策を立てる必要がある。 

    本事例には、Ａ診療所、近隣の別の２次施設、実際に受け入れた当該

分娩機関が関与している。それぞれの施設は、可能な限りの努力をし、

適切であったと評価されるが、結果的には、Ａ診療所を午前８時３０分

に受診して胎児の重度徐脈を伴う常位胎盤早期剥離と判断されてから、

当該分娩機関に搬送されて児娩出に至るまで、約１時間１０分を要した。
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重度の胎児徐脈を伴う常位胎盤早期剥離と診断した場合、児救命のため

には急速な娩出が必要である。地域医療体制という視点からは、１次、

２次、３次施設を繋ぐ搬送体制を迅速に、適切に動かすコーディネータ

ーが必要であり、個々の事例の医学的な重症度と搬送受け入れ病院の現

状を考慮し、どの医療機関が緊急帝王切開を行うべきかを決定する体制

が必要である。 

少しでも早く児を娩出するための選択肢として、例えば、①Ａ診療所

で緊急帝王切開を実施、②当該分娩機関で最初の電話で搬入を受け入れ

て緊急帝王切開を実施、③近隣の別の２次施設に搬送し緊急帝王切開を

実施等が考えられる。今回の搬送に関連した数施設を含む地域搬送体制

全体として、児娩出まで１時間１０分を要したことの是非に関して十分

に論議を重ね、今後の搬送体制を改善できるよう努力することが勧めら

れる。 

（２）搬送元分娩機関 

ア．常位胎盤早期剥離発症時の対応について 

Ａ診療所に関しては、平均３０分で緊急帝王切開が可能であること

から、搬送すべき事例であったか、自施設で帝王切開すべき事例であ

ったか、改めて検討することを推奨する。 

イ．保健指導について 

喫煙は、ニコチンによる血管収縮と胎盤血流量の低下、一酸化炭素

による母児の低酸素症、その他の含有物質によるアミノ酸やビタミン

障害等により、妊娠中に様々な合併症を起こすことが知られている。

また、前述したように、常位胎盤早期剥離のリスク因子である。それ

以外にも喫煙による食欲低下と摂取エネルギーの減少から母児の体重

増加不良を起こすことも知られ、また、乳幼児突然死症候群（ＳＩＤ
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Ｓ）との関連性についても報告されている。よって、妊婦への適確な

禁煙指導が望まれる。また、本事例のように妊娠中、殆ど体重の増加

がみられていない場合は、体重の推移に注意を払い、妊娠前の体格に

応じた適切な栄養指導を行うことが望ましい。 

   ウ．診療録への記載について 

本事例において、妊娠中に行われた保健指導の内容に関する記載が

不足しており、指導の有無、またその内容に対する評価が行えなかっ

た。仮にイ．で述べたような保健指導が行われていたのであれば、妊

産婦への適確かつ一貫した保健指導が提供されるよう、指導内容は記

録に残すことが望ましい。 

（３）当該分娩機関 

搬送受け入れ後の診療は適確であるが、搬送前に関しては、本事例は

重度の胎児徐脈を伴う常位胎盤早期剥離事例であり、２回目の依頼で最

終的に受け入れたことを考慮すると、より早急の受け入れが可能でなか

ったか、あらためて検討することを推奨する。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

自施設内の対応は適確であり、地域の中核医療センターとして優れている。

そこで、本事例のような緊急を要する場合に、地域全体としてどのような搬

送体制を築く必要があるのか、地域の中核センターとして、地域全体を指導

し、対策を講じることを推奨する。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．常位胎盤早期剥離の診断に関する研究の推進について 
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常位胎盤早期剥離の予防や早期診断方法等の研究を推進することが

望まれる。また、妊娠中の体重変化と常位胎盤早期剥離との関連に関

して、研究することが望まれる。 

イ．早期発見のための妊産婦への指導について 

自宅で起こる常位胎盤早期剥離に関して、妊婦自身がその発症を早

期に疑い、早期に連絡したり受診したりできるよう、教育や指導を行

う体制を整備することが望まれる。 

ウ．禁煙推進について 

妊婦と妊婦を取り巻く環境内での禁煙指導を推進することが望まれ

る。 

（２）国・地方自治体に対して 

ア．医療連携システムの改善について 

前述したように、地域医療体制という視点からは、１次、２次、３

次施設を繋ぐ搬送体制を迅速に、適切に動かすコーディネーターが必

要であり、個々の事例の医学的な重症度と搬送受け入れ病院の現状を

考慮し、どの医療機関が緊急帝王切開を行うべきかを決定する体制の

構築が急務であり、検討することが望まれる。 

イ．産科医療を取り巻く現状について 

多施設が関与する母体搬送に関して、短時間で最良の搬送ができる 

   体制作りを促進することが望まれる。そのためには、病床数超過や長

時間勤務等の問題、同時に起こりえるリスク（出血、ショック、多臓

器不全等）の問題等があり、またインセンティブも考慮すべきであり、

国レベルの支援体制を促進することが望まれる。 

また、常位胎盤早期剥離の予防、早期診断に関する研究、啓発運動

を支援することが望まれる。 
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ウ．禁煙推進について 

妊婦を取り巻く環境内での禁煙指導を推進することが望まれる。 

 


